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１  組織  
  選挙 管理委員会は 、公正な選挙を行うため、長 から独立した 機関として置か れるもので、 議会において選 出された４人

の委員により構成されており、委員会に関する事務を処理するため、事務局が設置されている。  

 

（１）選挙管理委員会       

   ア  公正中立の執行機関  

   イ  議会選出４人の委員構成による委員会制（補充員として委員と同数の４人を選出）  

      任期４年（令和９年１２月２４日まで）  

職     名  氏    名  任       期  

委   員   長  國弘  達夫  令和５年１２月２５日～令和９年１２月２４日  

委員長職務代理者  奧村  修計  令和５年１２月２５日～令和９年１２月２４日  

委      員  岩田  純一  令和５年１２月２５日～令和９年１２月２４日  

委      員  西田  実伸  令和５年１２月２５日～令和９年１２月２４日  
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（２）事務局（２係制   現員１２人）（ 令和６年４月１日現在）  

 

 

                       総務啓発係長（１）   ―    書記   （３）     

―    再任用（１）  

       局長（１）―   事務長（１）―                                      

 

                                         選挙管理係長（１）   ―   書記   （４）  

                                                           

 

   

職     名  氏    名  

局      長  西   原  政   彦  

事   務   長  深  山  徹  哉  

総務啓発係長  山  﨑  弘  樹  

選挙管理係長  杉  本  敬  彦  
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２   事務分掌  

総務啓発係  

（１）委員会に関すること。  

（２）職員の人事、給与、服務等に関すること。  

（３）予算の経理に関すること。  

（４）公印の管理に関すること。  

（５）委員会の規程の制定改廃に関すること。  

（６）文書の収受、発送及び保存に関すること。  

（７）選挙争訟に関すること。  

（８）選挙の啓発、周知等に関すること。  

（９）選挙運動及び政治活動に関すること。  

  （ 10）候補者及び当選人に関すること。  

（ 11）選挙の公営に関すること。  

（ 12）投票区及び投票所に関すること。  

（ 13）その他選挙関係事項の指導に関すること。  

（ 14）他の係の所管に属しないこと。  

 

 

 

 

選挙管理係  

（１）有権者の資格調査に関すること。  

（２）各種選挙人名簿に関すること。  

  （３）各種選挙の管理執行に関すること。  

  （４）最高裁判所裁判官国民審査に関すること。  

  （５）直接請求に関すること。  

  （６）裁判員制度に関すること。  

（７）検察審査会に関すること。  

  （８）国民投票に関すること。  

  （９）住民投票に関すること。  

  （ 10）選挙制度の調査研究に関すること。  
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３   所管事務の現況等  
 （１）「公職選挙法」に基づく事務事業  

     ア  選挙に関する事務の管理  

衆議院小選挙区選出議員選挙  

衆議院比例代表選出議員選挙  

参議院選挙区選出議員選挙  

参議院比例代表選出議員選挙  

長崎県知事選挙  

長崎県議会議員選挙  

長崎市長選挙  

長崎市議会議員選挙  

     イ  選挙人名簿の調製  

 登録者数（令和６年６月３日現在）           男  １５３，２３７人  

                                              女  １８４，０１４人  

                                              計  ３３７，２５１人  

     ウ   投票管理者、投票立会人及び開票管理者の選任  

エ   投・開票所の事前調査、投票区の設定  

     オ   選挙運動及び政治活動に関する指導  

     カ   明るい選挙推進事業の実践  
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（２）地方自治法その他の法令に基づく事務事業  

     ア  「最高裁判所裁判官国民審査法」に基づく国民審査  

  最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施（１０年経過後再審査）                        

      

イ  「検察審査会法」に基づく検察審査員候補者予定者の選定事務  

（ア）  毎年９月１日までに、検察審査会事務局から選挙管理委員会へ翌年に必要な員数が割り当てられる。  

（イ）この割り当てられた員数を、選挙管理委員会は 毎年９月１日調製の選挙人名簿登録者の中から、選考プログラム

によりくじで選定する。  

（ウ）検察審査員候補者予定者に選定された選挙人の氏名、住所、生年月日を記載した名簿を調製して、毎年１０月  

１５日までに検察審査会事務局へ送付する。  

 

ウ  「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づく裁判員候補者予定者の選定事務  

（ア）  毎年９月１日までに、地方裁判所から選挙管理委員会へ翌年に必要な員数が割り当てられる。  

（イ）  この割り当てられた員数を、選挙管理委員会は毎年９月１日調製の選挙人名簿登録者の中から、選考プログラム

によりくじで選定する。  

（ウ）  裁判員候補者予定者に選定された選挙人の氏名、住所、生年月日を記載した名簿を調製して、毎年１０月１５日

までに地方裁判所へ送付する。  

エ  直接請求に関する署名審査事務  

地方自治法が定める直接請求は、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、そ
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の代表者から請求をすることができる。  

選挙管理委員会は、署名簿を受理した日から２０日以内に署名簿について審査し、署名の有効・無効を決定する。  

 

請求の種類  必要数  

(ア )  条例制定又は改廃の請求  （地方自治法第７４条）  ５０分の１以上  

(イ )  監査の請求        （地方自治法第７５条）  ５０分の１以上  

(ウ )  議会の解散請求       （地方自治法第７６条）  ３分の１以上  

(エ )  議会の議員の解職請求    （地方自治法第８０条）  ３分の１以上  

(オ )  長の解職請求       （地方自治法第８１条）  ３分の１以上  

(カ )  主要公務員の解職請求    （地方自治法第８６条）  ３分の１以上  
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このほか、他の法律及び本市の条例によって、これらと同種の制度が認められているものに、次のものがある。    

 

請求の種類  必要数  

(キ )  市町村合併協議会設置の請求       

（市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条）  
５０分の１以上  

(ク )  合併協議会設置協議についての選挙人投票の請求  

（市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条）  
  ６分の１以上  

(ケ )  教育委員会の教育長又は委員の解職請求  

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条）  
３分の１以上  

(コ )  政治倫理審査会への調査請求  

（ 長 崎 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 第 ８ 条 及び 同 条 例 施 行 規 程 第

８条）  

選 挙 権 を 有 す る 者 ５ ０ 人 以

上 又 は 議 員 ４ 人 以 上  

     

オ  特別法の住民投票事務  

地方自治法第２６１条に基づく特別法の住民投票の事務を行う。  

 

カ  「日本国憲法の改正手続に関する法律」に基づく国民投票の執行に関する事務  

 
キ  「長崎市住民投票条例」に基づく住民投票の執行に関する事務  
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４   選挙啓発事業の概要  
（平常時）  

事  業  名  事  業  概  要  

出前授業、模擬選挙の実施  
選挙に対する意識啓発を図るため、中学生を対象に、投票を体験できる模擬選挙や高校生を対象に、

講話等を実施する。  

啓 発 ポ ス タ ー コ ン ク ー ル

の実施  

明るい選挙を推進するため、小・中・高校生を対象に、選挙啓発のポスターを募集 し、優秀作品に

は賞状・副賞を贈呈する。  

選挙器材の貸出し  
選挙を身近に感じてもらうため、市内の中学校等に、実際の選挙で使用する投票箱や投票用記載台

などを貸し出す。  

わ か も の 選 挙 ク ロ ス ト ー

クの実施  

10 代から 20 代の若者に、政治や選挙を身近に感じてもらうため 、若者と長崎市議会議員が選挙に

関する意見を交換できる場を設ける。  

障害者の投票の配慮  
障害者の方々を対象に、投票しやすい環境づくり、投票制度の周知及び選挙人の意思表示の重要性

の理解を深めるため、模擬選挙を実施する。  

明 る い 選 挙 推 進 長 崎 市 協 議 会

主 催 の ス ポ ー ツ 大 会 の 実 施  

市老人クラブ連合会と共催し、健康の保持・増進と明るい選挙推進、若い世代の棄権防止の役割を

果たすため、スポーツ大会を開催する。  
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（選挙時） 

事  業  名  事  業  概  要  

選挙豆知識の発行による啓発  
選 挙の情報 等を掲 載 したチラシ を作 成 し 、新聞折込 や 市有 施 設等への 備 え置き を 行い、 啓発を

図る。  

選挙公報の配布  新聞折込や市有施設等への備え置きを行い、啓発を図る。  

看板等による啓発  庁舎や各地域センターなどに看板等を掲示し、投票日等の啓発を図る。  

ハマモニでの啓発動画放映  浜の町に設置してある大型モニターで作成した啓発動画を放映し、投票棄権防止を図る。  

ポスターによる啓発  啓発ポスターを自治会掲示板や市有施設等に掲示し、投票日や投票所等の周知を図る。  

ＳＮＳ等による啓発  HP や LINE 等を活用し、投票日や投票所等の周知を図る。  

防災行政無線による啓発  期日前投票期間及び投票日当日に投票参加を呼びかける。  

街頭啓発  浜の町アーケードで、通行人へ選挙啓発を呼びかけながら、啓発物資を配布する。  

路面電車での広告掲載  電車への看板広告で投票日や投票所等の啓発を図る。  

来場者カードの発行  選挙時、投票所において、選挙に関心を持ってもらうため、カードを発行する。  

こども投票の実施  
子どもを対象に、小さいころから選挙を身近に感じてもらうような場を設け、選挙に興味を持

ってもらうため、模擬投票を実施する。  
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